
薬剤師・登録販売者で各種アドバイザーの取得者、複数アドバイザー取得者

これからのドラッグストアは、セルフメディケーション推進のための知識や
技術を習得し、生活者の生活をより健やかにするための人材が重要です。 
JACDSでは、医薬品の専門家である薬剤師や登録販売者でアドバイザーを
取得した方や、複数のアドバイザーを取得した方を、専門領域をさらに広げ
た人材として高く評価し、新しい認定名をつけ、アピールしています。
ぜひ、強い店舗、成長する企業を支える専門家として、複数のライセンス
を活用して、生活者の健康をサポートしてください。

より意欲の高い専門家として、
新しい認定名をつけ、高く評価

ダブルライセンス認定制度

対象者と新しい認定名
●それぞれ取得したアドバイザーにより、専門領域の支援名をつけます

ヘルスケアアドバイザー ……………… 健康支援
ビューティケアアドバイザー …………… 美容支援
ベビーケアアドバイザー ……………… 育児支援
漢方アドバイザー ……………………… 漢方支援

●薬剤師・登録販売者で1つのアドバイザーを取得した場合

●薬剤師・登録販売者で複数のアドバイザーを取得した場合、アドバイザーが複数認定を受けた場合

※1：支援名 → 取得したアドバイザーにより支援名をつけます。表①を参照ください。
※2：資格名・認定名→ 薬剤師、登録販売者、アドバイザー
例　ヘルスケアアドバイザーと漢方アドバイザーを持っている薬剤師

総合支援（健康・漢方）薬剤師
　ビューティケアアドバイザーとベビーケアアドバイザーを持っているアドバイザー

総合支援（美容・育児）アドバイザー

薬剤師 登録販売者　
ヘルスケアアドバイザー取得 健康支援　薬剤師 健康支援　登録販売者
ビューティケアアドバイザー取得 美容支援　薬剤師 美容支援　登録販売者
ベビーケアアドバイザー取得 育児支援　薬剤師 育児支援　登録販売者
漢方アドバイザー取得 漢方支援　薬剤師 漢方支援　登録販売者

表①

総合支援（支援名）※1　資格・認定名※2



新しく認定された方には、アピールのための交付物を発行します
●本人用 ●店内用

横6cm×縦3.5cm

お客様にダブルライセンスの方をアピールする
ポスター（A3）

新しい認定名のネームプレート

申込・手続き方法
●現在、認定者の方で、ダブルライセンス認定の対象者

登録内容の確認のため、申込用紙に必要事項を記入の上、事務局までお申し込み下さい。
ネームプレートとポスターを（１回）無料で発行します。
（新規更新登録の場合は、更新料に含まれます）
ご希望の方は、お電話でお問い合わせください。

未更新期間や認定時の状況により、有料の場合もあります。
再認定の時は、登録費用は有料となります。

問合せ先 JACDS　ヘルス・アンド・ビューティケア人材育成センター
〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-5-10　楓第2ビル4階
TEL．045-478-5451　FAX．045-478-5461
E-mail  hbc-ctr@selme.jp

現在、未更新者の方
過去にアドバイザーの認定を受け、認定期間中にポイントを達成できなかった方や更
新手続きを行わなかった方は、現在「未更新者」となっており、ダブルライセンスの
対象となっておりません。再認定のための条件を用意しておりますので、事務局まで
お問い合わせください。
以前、1つだけアドバイザーを取得されていて、現在未更新の方で、ダブルライセンス
を目指したい方も、同様に再認定の対象となります。
【再認定条件】 

・問題・レポートでポイント達成を目指す

●

●




